
京都市告示第     号 

 平成２１年１２月９日 京都市告示第３５８号（京都市下京区要保護児童対

策地域協議会の設置）の一部を次のように改めます。  

平成２８年４月１日  

京都市長 門川大作   

 第３項（要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関の名称及び児童福祉

法第２５条の５各号の該当する号）の表を次のように改めます。 

名   称 
児童福祉法第２５条の 

５各号の該当する号 

京都市児童福祉センター 第１号 

京都市下京区役所福祉部 第１号 

京都市下京区役所保健部 第１号 

京都市教育委員会指導部生徒指導課 第１号 

京都市崇仁保育所 第 1 号 

京都市立開智幼稚園 第１号 

京都市立楊梅幼稚園 第１号 

京都府下京警察署 第１号 

京都市立東総合支援学校 第１号 

京都市立下京渉成小学校 第１号  

京都市立洛央小学校 第１号  

京都市立梅小路小学校 第１号  

京都市立淳風小学校 第１号  

４５号



名   称 
児童福祉法第２５条の 

５各号の該当する号  

京都市立醒泉小学校 第１号 

京都市立光徳小学校 第１号  

京都市立西大路小学校 第１号  

京都市立七条第三小学校 第１号  

京都市立七条小学校 第１号  

京都市立下京中学校 第１号  

京都市立七条中学校 第１号  

社会福祉法人京都市下京区社会福祉協議会 第２号 

京都市下京青少年活動センター 第２号 

社団法人京都下京西部医師会 第２号 

京都市中部障害者地域生活支援センター 

「らくなん」 
第２号 

京都市中部障害者地域生活支援センター 

「にしじん」 
第２号 

京都市中部障害者地域生活支援センター 

「なごやか」 
第２号 

アソカ幼稚園 第２号 

高倉幼稚園 第２号 

ときわ幼稚園 第２号  

七条幼稚園 第２号  

八条幼稚園 第２号  

本願寺中央幼稚園 第２号  

龍谷幼稚園 第２号  



名   称 
児童福祉法第２５条の 

５各号の該当する号 

知真保育園 第２号 

たかせ保育園 第２号 

五条愛児園 第２号 

光林保育園 第２号 

大谷保育園 第２号 

たちばな保育園 第２号 

下京ひかり保育園 第２号 

西七条保育園 第２号 

池坊保育園 第２号 

西大路保育園 第２号 

下京ひかり児童館 第２号 

崇仁児童館 第２号 

修徳児童館 第２号 

七条第三児童館 第２号 

七条第三児童館七条分室 第２号 

格致つどいの広場 第２号 

フレンドリーハウス西八条 第２号 

はなの詩保育園 第２号 

きらきら保育園西大路五条 第２号 

京都市下京民生児童委員会 第３号 

京都市下京東部医師会 第３号 

山口保育室 第３号 



 

名   称 
児童福祉法第２５条の 

５各号の該当する号 

七実の木保育園 第３号 

チャイルドハウスみなみ 第３号 

パーチェ梅小路  第２号 

夢来 (むっく )  第２号 

夢来 (むっく )２号店  第２号 

Premiumcare ＣＯＤＯＭＯＤＵＳ  みやび  第２号 

！－ｂｒａｉｎ ｇｒｅｅｎ  第２号 

あゆみ ｓｍｉｌｅ  第２号 

京都市長が指定する者 第３号 

（下京区役所福祉部支援課） 

 


